
保険商品のご提案にあたって 

 

１．お客さまに関する情報のお取扱いの同意について 

  （１）お客さまへの保険商品ご提案にあたり、当行がお客さまとのお取引（預金・為替・融資等）の際に知り

得た、または今後知り得るお客さまに関する情報（預金・為替取引、資金の借入れその他の公表され

ていない金融取引または資産に関する情報）を、対面、郵便、電話、インターネット等を通じて保険募

集にかかる業務に利用させていただくことがあります。 

 （２）保険募集にかかる業務の際に知り得た、または今後知り得るお客さまに関する情報（お客さまの生活、

身体または財産その他の公表されていない情報で保険募集のために必要なもの）を対面、郵便、電話、

インターネット等を通じて当行との他のお取引（預金・為替・融資等）にも利用させていただくことがあ

ります。 

 （３）上記のお客さまの情報については、お客さまから特段のお申し出がない限り利用させていただきま

す。利用停止をご希望の場合には、当行行員もしくは下記、部署までご連絡ください。 

      筑邦銀行事務システムグループ：0942-32-4292 

      受付時間：午前 9時～午後 5時（土日祝日を除く） 

 （４）お客さまからご提供いただいた、または今後ご提供いただく個人情報は、当行が取扱う保険商品、当

行との他のお取引（預金・為替・融資等）および各種サービスのご提案・ご提供等に利用させていただ

くことがあります。 

 （５）当行が保険募集させていただいたお客さまの保険契約に関して、当該保険契約の下記取扱保険会社

から、その保険会社が契約の締結・維持管理のために有している下記ご契約情報の提供を受けて、当

行が取扱っている、その保険会社の商品、他の保険会社の商品、当行との他のお取引（預金・為替・融

資等）および各種サービスのご提案・ご提供に利用させていただくことがあります。 

 

    【取扱インターネット保険会社】 

    ・SBI損害保険 

 

    【取扱インターネット保険会社から提供を受ける情報】 

    ・契約者の情報および保険金額・保険料などの保険契約の情報 

 

    【提供を受けた情報の当行での利用目的】 

    ・預金、他の金融商品のご案内、各種サービスのご提供など。 

    ・詳しくは、当行ホームページ（https://www.chikugin.co.jp/）をご覧ください。 

 

２．保険商品のご契約のご検討に際して 

 （１）他の銀行取引への影響について 

     今回の保険契約募集に関する当行とお客さまとの取引が、当行におけるお客さまに関する業務に影

響を与えることはありません。 

（２）保険と預金等の違いについて 

https://www.chikugin.co.jp/


     ご提案させていただく保険商品は預金等ではありません。従いまして、預金保険制度の対象ではなく、

また、元本の返済が保証されているものではありません。 

（３）保険募集における当行の立場について 

     当行はお客さまと引受保険会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権および

告知受領権はありません。従いまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して各

引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。 

（４）重要事項について 

     このWebサイトは保険の商品内容のポイントについて説明するものです。詳しくは引受保険会社が作

成する「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」および「ご契約のしおり」をご確認ください。 

（５）クーリング･オフについて 

     当商品はクーリング・オフ制度（ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除）の対象となります。な

お、クーリング・オフ期間には一定の制限があります。詳しくは引受保険会社が作成する「重要事項説

明書（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり」をご確認ください。 

 

３．保険募集の制限について 

    当行が事業資金を融資している事業者、当該事業者の役員・従業員の方に対しては、法令等により保険

商品の引受けに制限があります。よって保険商品のご提案にあたりましては、お客さまの勤務先等を

お伺いする場合があります。 

① 当行が事業資金を融資している法人・その代表者および個人事業主に対しては、法令により、当行

は保険募集を行えません。 

② 常時従事する従業員が 50名以下であり、かつ当行が事業資金を融資している法人・個人事業主の

役員および従業員に対しては、法令により、当行は保険募集を行えません。 

    また、お客さまが当行に融資を申込まれている場合、審査期間中は、法令等により、保険商品について

保険募集を行うことができません。 

 

以 上 


